
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
下　
水　
道　
課
）　

　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

三

 
教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

四

〇
地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

四

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
解
職
請
求
に
要
す
る
者
の
数 

四

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

四

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
八
百
三
十
九
号
中 

四

〇
宮
城
県
公
報
第
千
八
号
中 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
二
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
八
日
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事

業

所

番

号

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
二
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

障
害
者
日
中
活
動
支
援

施
設
ぎ
ん
の
星

東
松
島
市
矢
本
字
太
子

前
三
百
二
十
四
番
地
三

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
二
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ぎ
ん
の
星

東
松
島
市
矢
本
字
太
子
前
三
百
二
十
四
番
地

三

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
三
十
一

日

認
証
番
号

百
三

百
八
十

七

品　

目

農
産
物
漬

物杵
つ
き
も

ち

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

近
藤
農
産　

代
表　

近

藤
健
悦

近
藤
農
産　

代
表　

近

藤
健
悦

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

近
藤
農
産

有
限
会
社
田
尻
も
ち
工

房
ふ
っ
く
ら

製
造
所
等
の
所
在
地

登
米
市
南
方
町
太
田
一－

三
五

大
崎
市
田
尻
通
木
字
中
崎
二
五－

五



〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
百
四
十
六
号

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

清
水
浜
志
津
川
港
線

三　

道
路
の
区
域

 

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

第2218号　平成22年12月21日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

変

更

の

区

間

気
仙
沼
市
本
吉
町
津
谷
桜
子
一
五
八
番
一
地
先
か

ら同
市
本
吉
町
津
谷
長
根
八
六
番
三
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

前
Ａ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
二
〜

 

三
五
・
一

　

七
・
二
〜

 

三
五
・
一

一
〇
・
五
〜

 

一
〇
八
・
四

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
、
八
一
八
・
七

二
、
八
一
八
・
七

二
、
八
七
九
・
〇

変

更

の

区

間

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
二
九
番
一

地
先
か
ら

変
更
の

前　

後
前

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

四
・
〇
〜 
六
・
一

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
〇
・
四

同
郡
同
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
二
二
九
番
七
地
先
ま

で

後

　

四
・
七
〜 
七
・
七

七
〇
・
四

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

二
百
八
十
四

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

気
仙
沼
市
前
木
八
〇
番
一
地
先
か
ら

同
市
名
木
沢
一
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

十
二
月
二
十
一
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

本
吉
室
根
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

気
仙
沼
市
本
吉
町
中
川
内
一
〇
〇
番
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
中
川
内
二
五
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

十
二
月
二
十
一
日



　
　

岩
沼
市
三
色
吉
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
鶴
五
番
地
の
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

佐　

藤　

照　

雄　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
懐
九
十
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

丸
森
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

丸
森
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

丸
森
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
昭
和
六
十
一
年
一
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
六
十
一
年
一
月
十
日
か
ら
平

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
郡
松
島
町
手
樽

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

土　
　

井　
　
　
　
　

敏　
　
　

一　

就
任
し
た
者

二　

退
任
し
た
者
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

氏　
　
　

名

林　

政

勝

高

橋

利

徳

渋

谷　

啓

梅

森

正

孝

高

橋　

久

齋

藤

貫

一

宮

澤

善

克

高

橋

幸

彦

丹

野

公

輝

樋

口

敏

夫

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
二
十

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
四－

十
五

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
十
一

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
荒
田
十
一

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
宮
田
三
十
二

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
元
手
樽
二
十
八

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
脇
沢
二
十－

一

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
九
十
一－

十

二宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
名
籠
二
十
四

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
元
手
樽
三
十
四

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

監

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

氏　
　
　

名

林　

政

勝

高

橋

幸

彦

大

山

十

蔵

高

橋

菊

男

高

橋

利

徳

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
二
十

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
九
十
一－

十

二宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
七
十
里
十
八

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
元
手
樽
二
十
二－

二宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
四－

十
五

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事



教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
三
号

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
五
条
第
二
号
中
「
常
用
漢
字
表
（
昭
和
五
十
六
年
内
閣
告
示
第
一
号
）」
を
「
常
用
漢
字
表
（
平
成
二
十
二
年

内
閣
告
示
第
二
号
）」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
四
号

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
第
二
号
中
「
常
用
漢
字
表
（
昭
和
五
十
六
年
内
閣
告
示
第
一
号
）」
を
「
常
用
漢
字
表
（
平
成
二
十
二
年

内
閣
告
示
第
二
号
）」
に
改
め
る
。

　

別
表
中
「
宮
城
県
鶯
沢
工
業
高
等
学
校　

鶯
工
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
一
号

　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
五
日
現
在
に
お
け
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
解
職
の
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

三
分
の
一
の
数　
　

一
、
五
八
五

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
二
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

岩
沼
市
南
児
童
館
の
項
を
削
る
。

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
八
百
三
十
九
号
（
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
付
け
）
中

〇
宮
城
県
公
報
第
千
八
号
（
平
成
十
年
十
一
月
二
十
四
日
付
け
）
中

第2218号　平成22年12月21日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
日

樋

口

勇

男

樋

口

靖

夫

亀

山

久

夫

渋

谷　

啓

丹

野

公

輝

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
茨
崎
十

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
茨
崎
三
十
七－

四

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
鵜
の
島
二
十
八－

一宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
磯
崎
十
一

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
名
籠
二
十
四

理

事

理

事

監

事

監

事

監

事

ペ
ー
ジ

六

段上

行
後
ろ
か

ら
三　

正

及
び

　
　
　
　
　
　
　

誤

、
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十

ペ
ー
ジ

一
五

段下

行
後
ろ
か

ら
九　

正

昭
和
六
十
一
年
一
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　

誤

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日



（5）　 平成22年12月21日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2218号　　 

六

上

後
ろ
か

ら
二　

事
業
地

七
号
及
び

事
業
地
の
う
ち
、
丸
森
町
字
田
町
北
、

同
字
田
町
南
、
同
字
高
畑
、
同
字
町
東
、

同
字
町
西
、
同
字
山
崎
前
、
同
字
花
田
、

同
字
片
岸
、
同
字
雁
歌
、
同
字
除
北
、

同
字
除
南
、
舘
矢
間
舘
山
字
巻
河
原
、

同
字
塚
合
、
同
字
北
妻
、
同
字
薬
師
堂
、

同
字
直
州
、
同
字
西
、
同
字
東
玉
川
、

同
字
町
西
、
同
字
玉
川
、
同
字
長
内
、

同
字
中
道
、
同
字
西
原
、
舘
矢
間
木
沼

字
木
沼
町


